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定款一部変更に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、2026 年 2 月 26 日開催予定の当社第 31 期定時株主総会

に「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．変更の理由 

当社事業の現状に即し、現行定款第２条（目的）につきまして、実施予定のない事業目的を削除

するものであります。 

 

2．定款変更の内容 

現行定款 変更案 

（目的） 

第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的と

する。 

１．～１３．（条文省略） 

１４．デイサービス、フィットネス等シニア・ 

ヘルスケア施設の保有および事業経営 

１５．介護保険法に基づく居宅サービス事業 

１６．介護保険法に基づく地域密着型サービス事   

   業 

１７．介護保険法に基づく第１号事業 

１８．損害保険代理業 

１９．貸金業 

２０．飲食店の経営および運営・管理 

（目的） 

第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的と

する。 

１．～１３．（現行どおり） 

（削除） 

 

（削除） 

（削除） 

 

（削除） 

（削除） 

（削除） 

（削除） 

 



２１．～２３．（条文省略） １４．～１６．（現行どおり） 

 

３．日程 

 定款変更のための定時株主総会開催日   2026 年２月 26 日（予定） 

 定款変更の効力発生日          2026 年２月 26 日（予定） 

 以 上 


